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平成１８年第１回さつま町議会臨時会会議録 

 

○開会期日    平成１８年２月２２日  午前９時３０分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○会議の場所   さつま町議会議事堂 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○当日の議員の出欠は次のとおり 

 出席議員（２７名） 

   １番  髙 嶺 実樹雄 議員      ２番  市 來   修 議員 

   ３番  平 田   昇 議員      ４番  新屋敷   浩 議員 

   ６番  木 下 敬 子 議員      ７番  米 丸 文 武 議員 

   ８番  麥 田 博 稔 議員      ９番  平八重 光 輝 議員 

  １０番  新 改 秀 作 議員     １１番  楠木園 洋 一 議員 

  １２番  宮之脇 金次郎 議員     １３番  柏 木 幸 平 議員 

  １４番  久 保 道 夫 議員     １５番  別 府 静 春 議員 

  １６番  舟 倉 武 則 議員     １７番  日 髙 政 勝 議員 

  １８番  田 中 伸 一 議員     １９番  柳 田 隆 男 議員 

  ２０番  山 崎 文 久 議員     ２１番  岩 元 涼 一 議員 

  ２２番  新 改 幸 一 議員     ２３番  中 尾 正 男 議員 

  ２４番  東   哲 雄 議員     ２５番  川 口 憲 男 議員 

  ２６番  内之倉 成 功 議員     ２７番  木 下 賢 治 議員 

  ２８番  濵 田   等 議員 

 欠席議員（１名） 

５番  肥 後 紀 康 議員 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○出席した議会職員は次のとおり 

 事 務 局 長  中 村 慎 一 君   議 事 係 長  福 田 澄 孝 君 

 議 事 係 主 幹   角   茂 樹 君   議 事 係 主 査  原 田 健 二 君 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○地方自治法第１２１条の規定による出席者は次のとおり 

町     長  井 上 章 三 君   教  育  長  福 滿 隆 德 君 

助 役（総務）  宮之脇 尚 美 君   教委総務課長  上久保 澄 雄 君 
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助 役（経済）  山 下 彦 志 君   教委社会教育課長  永 田 清 信 君 

鶴田総合支所長  長 福 節 治 君   税 務 課 長  二階堂 清 一 君 

薩摩総合支所長  山 口 正 展 君   消  防  長  田 上   泉 君 

福祉介護課長  福 永   城 君 

介護保険対策室長  小椎八重 廣樹 君 

建 設 課 長  前 囿 義 広 君 

耕地林業課長  脇黒丸   猛 君 

農 政 課 長  久保薗 純 隆 君 

開 発 課 長  北 原 美 義 君 

企画広報課長  和 気 純 治 君 

総 務 課 長  湯 下 吉 郎 君
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○本日の会議に付した事件 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 会期の決定 

第 ３ 議案第１号 平成１７年度さつま町一般会計補正予算（第６号） 

第 ４ 陳情第３号 畜産政策・価格に関する陳情書
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△開 会 午前９時３０分 

○議長（濵田  等議員） 

おはようございます。ただいまから，平成１８年第１回さつま町議会臨時会を開会します。 

５番、肥後紀康議員及び教育委員会委員長から、本日の会議に欠席する旨の届出がありま

したので，お知らせします。 

                                            

△開 議 

○議長（濵田  等議員） 

    これから，本日の会議を開きます。 

                                             

△ 日程第１ 「会議録署名議員の指名」 

○議長（濵田  等議員） 

日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

  会議録署名議員は，会議規則第１２０条の規定によって，１３番，柏木幸平議員及び２６番，

内之倉成功議員を指名します。 

                                             

△ 日程第２ 「会期の決定」 

○議長（濵田  等議員） 

日程第２「会期の決定」の件を議題とします。 

   お諮りします。本臨時会の会期は，本日１日間にしたいと思います｡ 

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員） 

異議なしと認めます。したがって，会期は本日１日間に決定しました。 

                                             

△日程第３ 「議案第１号 平成１７年度さつま町一般 

会計補正予算（第６号）」 

○議長（濵田  等議員） 

日程第３「議案第１号 平成１７年度さつま町一般会計補正予算（第６号）」を議題としま

す。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（井上 章三君）〔登壇〕 
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  おはようございます。それでは，提案理由の説明を申し上げます。 

「議案第１号 平成１７年度さつま町一般会計補正予算（第６号）」についてであります。

これについては，庁舎管理費に要する経費及び老人福祉費，保育所運営費，住宅管理費，消防

団費，交際費並びにその他所要の経費を補正しようとするものであります。歳入歳出予算の総

額に歳入歳出それぞれ６，２８８万９，０００円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ１６０億９７７万６，０００円にしようとするものであります。 

内容につきましては，総務課長のほうから説明させますので，よろしくご審議いただきます

ようお願いいたします。〔降壇〕 

○総務課長（湯下 吉郎君） 

  「議案第１号 平成１７年度さつま町一般会計補正予算（第６号）」について，内容の説明

を行います。 

〔以下議案説明により省略〕 

○議長（濵田  等議員） 

お諮りします。ただいま議題となっています議案第１号については，会議規則第３９条第２

項の規定によって，委員会付託を省略したいと思います。 

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員） 

 異議なしと認めます。したがって，議案第１号は，委員会付託を省略することに決定しま

した。委員会付託を省略します。 

  これから質疑を行います。質疑はありませんか。麥田議員。 

○麥田 博稔議員 

  １４ページ，３款１項２目老人福祉費の地域包括支援センターについてお伺いしますが，４

月から変わるというようなことで，いまいろいろありますけれども，合併前から，私はあび～

る館とか保健センターをこういう国の制度が変わってきて，必ずこうなるから使えばどうです

かという提案をしたんですが，今度，介護の１を支援の１と２ですか，分けるというような話

で，筋力トレーニングとかいろいろしなければいけないというようなことになって，さつま町

では，自分のこっちでするというような話になってるわけですけれども，いまのところそうい

う施設とか筋力トレーニングの場所とか，そういうのをどうせ１８年度の予算にからんでくる

と思うんですけれども，どのようにお考えなのか，現在の経過のところを，報告をお願いした

いと思います。 
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それから，消防団費の３１５万円，９款１項２目についてお伺いしますが，私も湯田ですけ

れども，前消防の出動手当がどうのちゅったら非常に迷惑をおかけしまして，いろいろ火事が

多いんですけれども，ですからここで，非常備の出動手当が３１５万円でてきたと思うんです

が，いまのところどのような状態なのか，湯田地区の消防団でも今年に入ってもう７回ぐらい

出動しているというような話も聞くんですけれども，非常に多いと，野焼きなんかについても，

高齢者の方が，一人でされたりしているんですけれども，僕は湯田の消防分団長にはちょっと

話し合いをして，隣近所で２～３人で野焼きをするとか，そういう対策をとったほうがいいん

じゃないかというような話もしたんです。というのは，やはり高齢者の方は，経験はあると思

うんですけれども，火をつけますと風が起って飛んで行って枯れ草について，ほんで体が自由

に動かない面があって消されなくて，飛び火でというようなのもあると思うんですけど，その

へんを消防長がどのようにお考えなのか，お知らせ願いたいと思います。 

○介護保険対策室長（小椎八重廣樹君） 

  お答えいたします。地域包括支援センター等を含めて，４月から制度が変わるということで，

どのような状況かということですが，１月に地域包括支援センターの設置に向けての専門職員

等の体制を整えていただきまして，いま進めているところであります。 

ただ，そのなかで，新しく出てまいります地域支援事業という部分が大きく変わるわけです

けれども，これらの事業等の内容等が，まだ法律・政省令等がながれてきていないために，い

ろいろ情報を早め早めにつかもうとするなかで，準備をしております。 

そのなかで包括支援センターができましても，町だけではその高齢者の対策というのは難し

い部分がありますので，いま町内における介護保険施設等との連携・協議等も行いながら，地

域支援事業なるものをどういう積み上げをしていきましようかということの意見等も聞きなが

ら進めているところであります。 

  そういうなかで，要支援１・２の見込みというのも立てなければなりませんが，マネジメン

トを行う方というのが約３，７００件程度をあげているわけでありますけれども，そういう方

々を支援センターにおいて個々の状況をつかみながら，ケアプランを立てながらマネジメント

していくということであります。 

  ケアプランを作りましても，どういう施設でどういう予防をするのかというのも，事業者ま

たは介護保険施設等がまたそれに応えていただかなければなりませんので，そういう事業の内

容を含めて積み上げというのも協議をしながら，連携をとりながらいま行っているところであ

ります。 

新年度におきましては，編成も終わりまして，地域支援事業の事業費の上限がありますけれ

ども，その範囲内においての一応事業内容等については積み上げをしているところでありまし
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て，ここに今日あげましたこのシステム等につきましては，新しい分野における要支援１・２

の方々をサポートするための事務を含めた，または事業者との連携を図るためのシステム導入

ということで行っているところであります。 

○消防長（田上  泉君） 

  先ほど火災の実態についてということでございます。ご案内のとおり，たいへん火災が多発

をしているのが実情でございまして，平成１６年度の４月から３月末までと比較しまして，２

月２０日現在で５件増加しておりまして，２７件が発生いたしております。そのうち２３回ほ

ど消防団員が出動をいたしておりまして，延べ人員で１，０９９名が出動をしております。前

年度と同時期に比べましても４１１名，会計年度末に比べましても２４０名の増ということで

ございまして，今回，費用弁償を追加補正さしていただくということでございます。 

  また，野焼き等の実態等についてでございますが，議員ご指摘のとおり，火入れによる飛び

火の火災というのがたいへん多発をいたしております。実態を把握してみますと，ほとんどの

方が高齢者のよる単独の野焼き行為による火入れということでございまして，私共といたしま

しても，できる限り共同作業でもって対応していただくように，今回２４日に地区公民館長会

議があるということでございますので，その席上で火災予防を含めましてお願いをしたいとい

うふうに考えているところでございます。 

  また，そのほか要因としまして，町外に居住されている方が，自分の実家の畦焼き等で単独

でやられて火災に至っているという部分もありますので，そのへんも含めて，地域一体となっ

た取り組みができないかどうか，さらに研究・検討をしていきたいと，このように考えている

ところでございます。以上でございます。 

○麥田 博稔議員 

  高齢者の福祉の問題ですけれども，やはり包括支援センターいろいろ作ってしますと，介護

の保険税とかいろいろ上がってきますので，やはり健康づくり，基本的なことを，やはり所管

は違いますけれども健康増進課なんかと対応しながら，いまのこれは，国の制度が変わってい

くわけですけれども，やはりそういう要介護１で支援１と２に分かれて，その１・２の人が上

のほうに上がっていかないように，２・３・４に行かないようにやはり十分なケアをしていた

だきたいと思います。 

  それから，火災につきましては，非常にその常備消防はですけれども，非常備の方がこれだ

け火災が多いと，たいへんなんです。会社に勤めながら出ていかないかんと，夜中に出て。い

ま民間のほうが非常にリストラをして，ぎりぎりのところで要員でしているので，会社にも迷

惑をかけるというようなことで，消防団の方も来たときに，もう済んだら早よ仕事行かにゃい

かんというようなことで，たいへんなあれをされてますので，やはり予防に，全町をあげて取
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り組んでいただきたいと，これは要望をしておきたいと思います。 

○議長（濵田  等議員） 

  ほかにありませんか。中尾議員。 

○中尾 正男議員 

  ３点ほど伺いたいと思うんですが，まず，繰越明許費の件ですが，ちょっと説明のなかで，

継続不可能という届出があったということ，ちょっともう少し詳しくここあたり説明をしてお

いていただきたいと思います。 

それと，道路新設改良費の予算の組替えだと思うんですが，精算で，公有財産購入費と工事

請負費の組替えが大きいわけですが，それぞれの積み重ねがそうなっているんだろうと思うん

ですが，特にこの公有財産購入費については，一応予定されたものは購入ができたのかどうか

です。そして，組替えをされたのか，そこのところを確認をしておきたいと思います。 

それから，ただいま麥田議員のほうから質問がありました包括支援センターの件ですが，い

よいよ新年度からこれが本格的に動き出すということですけれども，私確認をしておらんかっ

たんですが，いままで社協でやっておった基幹型の支援センターがあったわけですが，ここは，

これが本格的にスタートすることによって，それに就いていた職員の配置等の関係，これはど

うなるのか，確認をしておきたいと思います。 

○建設課長（前囿 義広君） 

  それでは，はじめの繰越しの関係でございますが，先ほど総務課長のほうから説明をしまし

たが，住宅団地の建替事業の関係でございまして，今回繰越しをお願いするわけでありますが，

その中身としましては，本年度の当初に橋口建設が道路改良と東谷団地のなかの造成工事を請

け負ったわけですが，どうしても経営不振ということで，工事続行不能届が出ております。 

これは１月の後半になって出まして，それを受けまして現地のほうの出来高等をした結果，

出来高としましては１５０万円でした。当初の設計としましては，請負額が１，０６６万８，

０００円でしたので，大体１４㌫ぐらいの出来高でございました。それを受けまして，業者の

ほうには契約の解除通知を行っております。その後，町長のほうの現地のほうの出来高の確認

をしてもらいまして，保証期間でありました鹿児島県の信用組合のほうともいろいろ現地のほ

うで確認をしていただきまして，契約の解除をしたところでございます。解除につきましては，

契約条項にのっとりまして，違約金等ももらったところでございます。 

その残りました工事を再度，昨日入札をしまして，業者は確定しましたので，正当工期をみ

たときにどうしても３月までは終わらないということで，繰越しをお願いしたところでござい

ます。 

それから，町道の関係でございますが，今回の予算組替えにつきましては，全体で６事業，
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路線としましては，事業のなかにダブルところはあるんですが，９路線の計画があります。そ

のうち大部分が本庁関係でありまして，７路線が本庁でございます。２路線が薩摩総合支所が

あるわけですけど，この大きなところにつきましては，本庁関係でございます。この公有財産

購入費から工事請負費への組替えが一番大きいわけですが，公有財産購入費につきましては，

今年度工事をするところについては相談がいっておりますが，そのほかに先行買収ということ

で，その先までいろいろ計画をしているところがあったんですが，そこにつきましては筆界未

定の部分とか，それと代替地の問題とかありまして，なかなか当初思ったとおりの計画はでき

ない関係で，今回工事費のほうに組替えたところでございます。 

今後につきましては，なるべく早い段階で用地買収もしていきたいわけですが，１７年度に

つきましては，６月の議会で測量設計等もいただいた関係でどうしても１２月いっぱい測量設

計がかかったということで，その後の買収になった関係で，なかなか思うようにいかなかった

ところもございます。 

それと，やはり地元のほうといろいろ相談するなかで，役員会とか全体の説明会のなかでは

でなかったことが個々に回りますとどうしても出てきて，うまくいかなかったところもありま

すので，次年度からにつきましては，なるべく早く測量設計を終わらして，用地買収のほうに

早くかかりたいというふうに思っているところでございます。 

○介護保険対策室長（小椎八重廣樹君） 

  新しい制度に伴いまして，これまで介護予防，それから地域支え合い事業等で町の委託事業

で，また補助事業等で介護支援事業所等の委託をしていたわけでありますが，新事業によりま

してそこらあたりも影響がございます。例えば要支援１・２のケアプラン作成につきましては，

その事業所における介護支援専門員の人数につきまして，委託する件数の上限というのがあり

まして，その件数によって，一人ケアプラン作成による報酬という形で事業料が支払われます。 

それから，これまでの要介護者におきますマネジメントというのはまた継続ができるわけで

ありますけれども，町からのこれまでの地域支え合い事業等でながれておりました補助金とい

うのはもう再編されまして，新しく介護保険のほうに入ってまいりましたので，そこあたりの

金額というのは若干の差が出てまいります。そういうなかで，その新しい体制のほうでのケア

プラン作成で，すべての職員の例えば人件費というのは難しい部分があります。社協全体にお

きましては，これまでの福祉関係の業務におきます委託関係の，財政的に厳しいものがありま

して，若干削減されておりますので，全体的な社協の運営というなかで，職員の配置換えとい

うのは考えなければならないところにきております。 

ただ，事業の見直しによりまして，介護保険のほうにまいりましたサロン事業等も私共のほ

うにありますので，そこらあたりの事業ともまた合わせながら，職員の配置換え，業務の配置
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換えというのは，社協としてもいま協議をしながらお願いをしているところでございます。 

○中尾 正男議員 

  繰越明許費の中身がよくわかりました。前渡金その他のそういうことがなかったと思うわけ

ですが，再入札もされたということですので了承をいたします。 

  それから組替えの分ですが，今年度予定しておった公有財産のなかで取得ができなかった分

もあるという答弁だったと思うんですが，できるだけそういう当初で予定してできなかった分

については，ある程度追加工事等で，工事組替えのほうに回すのも，これは，工事はどうせし

ていかんなならんわけですからしょうがないわけですが，公有財産というのは，その目的の予

算の分については，やはりできるだけで，できなかったなら繰越しをして、新年度でやはりこ

ういう財政のなかですから，できるだけそういう措置をしていくのが望ましいんではないかと

いうふうに思います。ある程度工事につきましては，どっちみち延ばしておっても来年度せん

なならん分があればそうですけれども，財産購入については，できるだけそういう措置をして

いただきたいというふうに思います。 

それから，社協のその包括支援センターがはじまることによって，職員の余りが出るという

言い方が適当かどうかわかりませんが，基幹型をされておったような職員の方でもいろいろ免

許を持ち優秀な職員の方がおられます。ここあたり社協の問題でありますからですけれども，

その人材を，いろんな経験をお持ちの方だと思いますので，これを生かせるような形で，地域

包括支援センター事業も推進を図っていただくように要請をしておきたいと思います。 

○議長（濵田  等議員） 

  ほかにありませんか。平田議員。 

○平田  昇議員 

  先ほど消防費のなかで非常備消防団員のご苦労の話がでましたが，関連して質疑をさせてい

ただきます。旧消防団員の方から話を伺いましたところ，ある話が入ってきました。危険ある

いは老後の生活に備えて，消防互助年金というものに加入していたんだと，もうかなり年数は

経っているわけですが，それが満期を迎えたと，６５歳になったから，さあこれをどうしょう

かということで，当局，恐らく消防署ですか，行政のほうでしょうか，伺ったところ，全く説

明がつかないと，それはもうかなり年代も経っていることで，それは説明のしようもないのも

わかるけれども，まだその互助年金というのは生きているんじゃないだろうかと，そういうこ

とで，これからも満期を迎える団員が出てくるはずだから，当局とされてもしっかり説明がで

きるように把握しとっていただきたいと，こういうことでございましたが，それを確認してお

きたいと思います。 

○消防長（田上  泉君） 
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  ただいま消防互助年金の満期の手続きについてのご質問だというふうに思っております。た

いへん申し訳ございませんが，私のほうで正確な実態を把握いたしておりませんので，まず実

態把握をいたしまして，その手続きの当日に，どのような職員が説明をしたのかを把握をいた

しまして，後もって報告をさしていただきたいと，このように考えております。 

○日髙 政勝議員 

  ２～３お尋ねしますけれども，今回の補正で１６０億円台にあがっているわけでございます

が，６月の本予算におきましては，１５１億９，９００万円の予算の総額から，今回を含めて

８億１，０００万円の追加補正になっております。あと３月の調整をするための最終補正が残

されておりますけれども，現時点での決算見込みですか，実質収支の額をどの程度におさえて

いらっしゃるのか，１２月の時点では３億２，６００万円ぐらいあるんだというようなお話で

ございましたけれども，その後またいくらか変動もあるかと思いますけれども，その辺の見通

しを，お伺いをいたしたいと思います。 

  それから，財政調整基金ですが，最終補正で予算積立てをされる計画があるのか，あるいは

また，もういわゆる決算のなかで，法定の積立て，いわゆる２分の１の積立てで済まされるの

か，年度末にどのくらいの財政調整基金の見込みであるのか，当然，新年度予算のいろいろ編

成に当たりましては，この財政調整基金が，いわゆる年度間の調整ということでかなり重要な

役割を果たしてくるんじゃないかと思いますので，そのへんの見通しをお聞かせいただきたい

と思っております。 

  それから，先ほど中尾議員のほうからもありましたとおり，繰越明許費の関係のいわゆる業

者のほうで，経営不振のために工事の続行が不可能になったというようなことでございますが，

指名の段階で全くこのへんのところは，予測はできなかったのか教えていただきたいと思いま

す。 

○総務課長（湯下 吉郎君） 

  まず，実質収支の関係でございますけれども，現在，見通しといたしましては３億３，１０

０万円程度を予定をして考えているところでございます。 

それから，基金の積立てにつきましては，繰越しの２分の１の積立てということで想定をし

ておりまして，予算積立ては現在のところ考えておりません。 

  それから，基金の残額につきましては，少し時間をいただきたいと思います。 

○開発課長（北原 美義君） 

  この繰越明許費に関わります業者への指名の関係でございますが，指名を行ったのが，１１

月頃に指名を行っております。その段階では，こういう状況等については全く把握しておりま

せんでした。それまでの工事については続けられておりましたので，これがわかったのが１月
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ぐらいに情報が入ってまいりまして，それから処置をしたということでございます。 

○総務課長（湯下 吉郎君） 

  先ほどの基金の残高でございますが，１７年度の末では全体で１６億７，９００万円ほどで

ございまして，その内訳は，財調が９億３００万円，減債基金が１億５，１００万円が主な内

容でございます。 

○日髙 政勝議員 

  第１点の財政調整基金，この実質収支見込額が３億３，０００万円ぐらいということですの

で，１２月の時点でほとんど動きがないようですけれども，今後の財政運営と考えますと，で

きるだけ積立ての努力をしていただくように要請をいたしたいと思います。 

決算積立てでということですので，約１億５，０００万円～１億６，０００万円の積立てが

あろうかと思いますけれども，１０億円台に昇るんじゃないかと思いますが，当初予算でこの

取り崩されるかどうかはわかりませんけれども，かなり金額も減少の傾向にありますので，今

後のやはり弾力的な運営を図るためには，財調の積立てについてはご配慮をいただきたいと思

っております。 

  業者の指名の関係については，１１月に指名をされて，明けてすぐこの１月は続行不可能が

出てきたというようなことでありますが，指名委員会については慎重に指名をされるところで

ありますが，指名願いというのが２年に１回ですか，出されてまいりますので，やはりこの近

年非常に公共工事というのが，ご承知のとおり減少をしてくる。そしてまたそのなかで業者の

数というのはそう減っていない。やはり受注の機会というのがかなり厳しくなってきておるわ

けでありますし，そうなりますとやはり指名願いの取り方というのがこの果たして２年に１回

でいいのか，やはりこのような厳しい環境になると当然経営の状況というのは，厳しくなって

きてるんじゃないかと思っております。そうなりますとやはり財務諸表を十分的確に把握をさ

れて，経営の状況というのをやっぱりチェックをされたうえで指名をするというようなことが

必要ではないかと思いますけれども，そのへんの考え方を教えていただきたいと思います。 

○助役（総務担当）（宮之脇尚美君） 

  指名委員会に関わります問題等もあろうかと思いますので，私のほうで答弁さしていただき

ますが，確かに非常に公共事業も減少をしております。これは国・県，町を含めてそうであり

ますが，本年度も，指名推薦委員会ということで，私が委員長を務めておりまして，いろいろ

業者間の業者内におきます経営状況というのは逐次検討・協議をしながら，そういう比較的経

営難に陥っている業者については，情報等を収集しながら，指名委員会でもそういう情報交換

を行いまして，指名を行っているところでございます。 

今回の場合には，不渡りを出したとか，あるいはそういう負債についての償還が不能になっ
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たとかという状態ではなかったようでございます。あとはその経営難は少し厳しいということ

は聞いておりましたので，注視はしとったわけでございますが，代表者が入院をされまして，

そういうことで家族の方も付き添いというようなこともあったようでございまして，急きょ工

事を中断せざるを得なかったというような事情もあるようでございます。 

今後，そういう経営体に対する指導といいますか，そういうものについては，実は昨年もも

う１カ所業務の停止届けといいますか，そういうことで届をいただいたわけでございますが，

私といたしましてもそういう情報が入りましたら，個々にはそういう代表者の方々と協議をい

たしまして，そういう指名受注が可能かどうかというのは内々には協議をいたしておるところ

でございます。いろんなそういう各方面の情報をいただきながら，今後もそういう指名のあり

方，２年に１回ということで，今回がちょうど切替えの時期になっておりますが，そこらへん

については指名を受け付ける段階でもまた確認をさしていただきたいというふうに考えており

ますし，また今後もいろんな方面から情報を収集しながら，そこらへんについては事前にでき

るだけこう詳しい情報が入るような手立てというのはしていきたいというようなふうに考えて

いるところでございます。 

○消防長（田上  泉君） 

  先ほど平田議員のほうから，消防互助年金の満期に伴う手続きについての質問がございまし

た。いま現在，消防団員が４３名この互助年金に加入をいたしているということでございます。 

この年金につきましては，日本消防協会が所管をいたしておりまして，２０年ほどぐらい前

から，県の消防協会を通じて，加入促進が図られてきたということでございますが，現在は満

期の時期等についての通知につきましては，本人に直接通知がなされているということでござ

いまして，その満期の時期に，年金の受け取り方の方法に３つの選択肢があるということでご

ざいまして，その方法について，本人の申し出によって処理がなされるということであるそう

でございます。 

 そういうことで，消防本部としてはそうした手続きについては一切関わっていないというこ

とでございまして，担当職員も今回合併と同時に新たな職員が配置換えになったもんですから，

そのへんの実情がよく分かっていなかったということで，若干の説明が足りなかった部分は，

あったではあろうというふうには思っておるところではございますが，基本的には加入者が自

らの責任において，日本消防協会なりに照会さしていただいて，その選択の方法を決定してい

ただくということでございまして，特にいま個人情報の関係で，消防本部のほうにはそういっ

た情報が全く入ってこないというのが実態でございます。以上でございます。 

○議長（濵田  等議員） 

  ほかにありませんか。新改議員。 
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○新改 幸一議員 

  １点だけお伺いいたします。先ほど業者の指名の関係も出ておりましたけれども，２３ペー

ジの住宅管理費のなかで，町営住宅管理費でシロアリ防除の業務関係８４万３，０００円程度

計画してあるわけでございますけれども，たいへんこのシロアリ関係の業者の競争というのは

たいへん厳しいものがあるようでございます。個々の家庭にいろんな形のなかでシロアリ駆除

の関係について業者が入り込んできているようでございますけれども，町とされましては，こ

のシロアリ防除の関係につきましては，何社ぐらいの競争入札，見積入札をされるものか。そ

れと，坪単価あたりがどれくらいみていらっしゃるものか，それと，あとの保証期間ちゅうの

はどれくらいみてあるものかを教えていただければありがたいと思います。 

○建設課長（前囿 義広君） 

  ただいまの質問の関係でございますが，シロアリ防除業務の関係でございます。今回，三腰

団地の１号，２号ということと，それから観月台団地のほうを考えているところでございます。

現地のほうを調査しますと，どうしてもシロアリに相当やられておりまして，今回どうしても

補修をしなければならないということで，現地のほうを把握しているところでございます。 

単価につきましては，通常の単価価格がありまして，大体平米あたり２，９００円ぐらいを

想定をしております。その予算で計上をしているところでございます。 

ただ，この保証期間につきましては，若干時間をいただきたいと思いますが，ほかのところ

からもいろいろ，個人のところからもいろいろシロアリのほうで駆除なんかの問題でいろいろ

相談等もあるわけですが，それにつきましては，どうしても地元の方々がもう直接その業者の

方々と相談をされながらやられていることでございますので，そこまではちょっとタッチはで

きないわけですけど，うちのほうとしましては，３社ぐらいの業者を見積もりを取りまして，

委託をしていきたいと思っております。保証期間につきましては，５年ということであります。 

○川口 憲男議員 

  全く同じ町営住宅のところで，シロアリ防除と一般需用費が出てるんですが，こういうシロ

アリ駆除的なのは，全住宅的に調査がなされて，年次的な計画がなされるべきと思うんですが，

このほかの団地にこういうものはないのか確認をします。 

○建設課長（前囿 義広君） 

  シロアリの防除関係につきましては，係のほうでそれぞれの住宅のほうをいろいろ調査した

り，地元のほうから，居住者の方々から，こういうのがあるんだよということで，そういうの

が報告が来て，調査をしているところでございます。 

今回につきましては，うちのほうが現地の調査をしたときに分かった関係であげたわけです

が，やはりどうしても町だけでは把握しにくいところがございますので，やはり居住者の方々
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からもシロアリがいるんじゃないかというような情報提供をもらいながら，そのなかで，現地

のほうを調査し，順次対応をしているというような状況でございます。 

○川口 憲男議員 

  ほかのところでも見受けられるという可能性はあるわけですが，それともう１点，やっぱし

こういう住宅団地の管理費につきましては，年当初でいろんな面が考えられるところがあるん

です。老朽化とか，あるいは先々日ぐらいの大雨でコンクリート造の場合は，ものすごく内面

に水滴，結露ですか，結露が出て，居住者が苦労してると，押入れ等のなかであったら，布団

とか，いろんな衣類がカビの原因になるとか，いろんな対策が講じられてほしいということを

考えていらっしゃいます。そこあたりまで，住宅管理ということで取り組まれているのがある

のか，お知らせ願いたいと思います。 

○建設課長（前囿 義広君） 

  住宅の関係でありますが，ただいまありましたように，相当の住宅が老朽化をしております。

いま管理している住宅の半分以上が４０年代までにできた住宅でありまして，非常に老朽化が

進んでおりまして，修繕料も結構かかるわけですが，家賃との関係とか，いろいろありまして

なかなか言われたのがすべてできるというわけにはいかないわけですけれども，うちのほうと

しましては，現地のほうを調査しながら，必要最小限の補修等をやっているところでございま

す。 

あと，鉄筋コンクリート造につきましては，どうしても室内が結露がでて，非常にいま言わ

れますように押入れのなかがカビが出るとか，いろいろそういうのもきておりますので，今後

につきましては，換気口とか，そういうのを考えながら，全体的にまだほかからも出てきてお

りますので，計画的にそういう整備を進めていかんにゃならないんじゃないかというふうに思

っているところでございます。 

○麥田 博稔議員 

  すいません，１回目に質問をすれば良かったんですが，漏れてましたので３回目になります

のでお許しをいただきたいと思います。９ページの県の支出金ですが，民生費県補助金ですけ

れども，いろいろ減額になって，延長保育とか１，８００万円減額になってトータルでは２，

４２６万円，ほんで保育対策等促進事業補助が８９４万円出てきてますけれども，そして１５

ページの保育所運営費，３款２項３目，ここが財源組替え，県支出金が減って，一般財源化に

されてて，１，１００万円です。このへんがいま国・県が進めてるそういう特定財源から一般

財源化するとか補助金を廃止して，そういう関連でこのようになったのか，ちょっと歳入のこ

こを，説明をお願いしたいんですけれども。 

○福祉介護課長（福永  城君） 
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  ９ページの１５款２項県補助金の関係でございますが，特別保育事業として実施しておりま

した保育所地域活動補助２４１万１，０００円，それから延長保育促進事業１，８０６万９，

０００円，へき地保育所設置費補助３９２万７，０００円につきまして，３事業につきまして

は，１４款国庫支出金２項国庫補助金の２目民生費国庫補助金の次世代育成支援資金というこ

とで，この３事業を今回の県補助金のうちの対象事業であります３事業を減額しまして，次世

代育成支援資金として１，２７９万６，０００円をお願いをしたいということでございます。 

それとあと休日保育事業８４万円，それから一時保育事業１２１万３，０００円，地域子育

て支援センター事業が５２４万３，０００円，それと，乳幼児保育事業が１５０万６，０００

円でございますが，この４事業費を減額をしまして，保育対策等促進事業補助８９４万６，０

００円をお願いをしたいというものでございます。 

それと，１５ページの３款２項児童福祉費の関係につきましては，保育所の運営費４１７万

８，０００円を今回，途中入所児童の増員によりまして，お願いをしたいというものでござい

ますが，国・県支出金の８３３万４，０００円につきましては，県補助金２，４２６万３，０

００円の減額から，次世代の１，２７９万６，０００円国庫補助金でございます。これと，保

育所の１４款１項の国庫負担金，民生費国庫負担金の保育所運営費の２分の１，２０８万９，

０００円，それと，１５款１項県負担金，民生費県負担金の県の補助金１０４万４，０００円

を相殺をしまして８３３万４，０００円ということで，減ということで国・県支出金の減とい

うことでございます。以上です。 

○麥田 博稔議員 

  すいません４回目になりますけれども，許していただきたいと思います。そこはわかるんで

すが，結局組替えたのが，制度が変わってなったのか，そのへんが，県から国にいったわけで

しょう。そしてここで２，４００万円減って，その分をまた振り替えたわけですけれども，や

っぱそのへんが制度的に国の制度がそう変わってそういう財源組替えをしなければならなかっ

たものなのか，そのへんをちょっとお伺いしたい。 

そして，国が結局一般財源化，一般財源化といって，こういう補助金をどんどん打ち切って

くるわけですけれども，そうなると個別のその，あれがなかなか延長保育とか，それから休日

保育，それから一時保育事業とか地域子育てとか，へき地とか，そういう各種の事業が，やは

りこれだけ財政が圧迫してくると苦しくなってくる，やりにくくなあというようなことで，そ

の財源がやっぱり一般財源化されてくるのかなあと，そのへんの制度の変わりのことについて

お伺いしておきたいというふうに思っているんですけれども。 

○福祉介護課長（福永  城君） 

  国の次世代育成支援資金ということで，次世代育成支援対策推進法に基づきまして，町が定
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めています行動計画によりまして，地域の特性や創意工夫を生かした子育て支援事業の着実な

推進を図るために，従来県を通しての補助金制度が再編をされまして，資金化をされたという

ことでございます。 

この算定方法につきましては，町の行動計画に基づきまして，事業計画を総合的に評価され，

事業ごとのポイント制となりまして，町の総ポイント数により資金額が決定をされるものでご

ざいます。それによりまして，県の補助金が削減されたということでございます。以上です。 

○平田  昇議員 

  先ほどの消防の件について，熱心に私に説かれた方の顔を思い出しますと，もう１回申し上

げておこうと思いまして，勧誘を受けるとき，顔をあげてそれこそ熱心な勧誘だったそうです。

一生懸命やられて私たちは「ノー」は言えなかったんだと，この互助年金はまだ生きてるんで

すか，それが一つと，それでそういう方々の思いは，これから先ほど説明がありましたように

４０名の方が対象者になると，必ず，私が思ったように途方にくれる思いがするはずだと，そ

れに対して，対処する体制を整えていただきたいんだと，こういう願いなんです。どうでしょ

う。 

○消防長（田上  泉君） 

  お答えさしていただきますが，先ほど若干言葉足らずの部分がございましたので，そうした

退団者からの生活基金という考え方のなかで，照会あるいは質問に十分に対応できるようなそ

うした体制づくりということで，今後検討さしていただきたいと思います。 

○中尾 正男議員 

  ふるさと融資の一括繰上償還の件で，１点だけ確認をしておきたいと思うんですが，アスコ

ンの事業をほかの業者に譲渡をされるということだろうと思うんですが，借入金を償還するこ

とによって，補助事業を導入した事業だと思うんですが，そこあたりこの償還をすることだけ

で問題はないのか，補助金の返納というような問題があればなんですが，そこあたりの問題は

クリアしているのか，確認をしておきたいと思います。 

○総務課長（湯下 吉郎君） 

  これは補助事業ではなくて，資金事業でございます。それで，この地域総合整備資金と言い

ますのは，利子を国が２分の１，県が４分の１，町が４分の１ということで，その適債事業に

ついて利子の助成をして，事業者は無利子ということで事業をされたんですけれども，これに

つきましては，先ほど言いましたように，その責務が果たせなくなったということで，全額繰

上償還をされました。 

そういうことで，銀行のほうとも協議をいたしまして，問題なく償還がなされ，そしまた，

その事業についてもほかの会社との引き継ぎをされておりましたので，特に問題はないという
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ことで処理をしております。 

返済日が３月２日ということで，今回補正をお願いしたわけですが，利率が２．１㌫のなか

で，その部分を利子の７５㌫を交付税でみてあるということでございますので，ご理解をいた

だきたいというふうに思います。 

○議長（濵田  等議員） 

  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員） 

これで質疑を終わります。 

これから，討論を行います。討論はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員） 

討論なしと認めます。 

これから，議案第１号を採決します。 

お諮りします。本案は， 原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員） 

異議なしと認めます。したがって，議案第１号は，原案のとおり可決されました。 

                                             

△日程第４ 「陳情第３号 畜産政策・価格に関する陳 

情書」 

○議長（濵田  等議員） 

日程第４，「陳情第３号 畜産政策・価格に関する陳情書」についてを議題とします。 

お諮りします。本陳情については，審査が終了するまで，建設経済常任委員会に付託の上，

閉会中の継続審査としたいと思います。 

これに，ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員） 

異議なしと認めます。 

 したがって，審査が終了するまで，建設経済常任委員会に付託の上，閉会中の継続審査とする

ことに決定しました。 
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△閉 会 

○議長（濵田  等議員） 

以上で，本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。 

平成１８年第１回さつま町議会臨時会を閉会します。ご苦労様でした。 

閉会時刻 午前１０時３４分 
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